
 京都市会計規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年１０月３１日 

京都市長  松 井 孝 治 

京都市規則第   号 

京都市会計規則の一部を改正する規則 

京都市会計規則の一部を次のように改正する。 

第４３条の２第４項ただし書中「又は」を「、」に改め、「定めるもの」の右に「又は

市役所が存する建物のうち店舗の用に供する部分の貸付料（共益費を含む。）」を加える。 

別表第２ １中第８９号を第９０号とし、第３８号から第８８号までを１号ずつ繰り下

げ、第３７号の次に次の１号を加える。 

（３８） 保健福祉局福祉のまちづくり推進室保護課長 

別表第４中「第６８号 削除」を「第６８号 保健福祉局福祉のまちづくり推進室保護

課長」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和７年１１月１日から施行する。 

（会計室） 

３２


